
 平成３０年第５回東京都北区教育委員会臨時会 

会 議 月 日 平成３０年５月２２日（火）午後１時３０分 

開 催 場 所 北区教育委員会室 

出 席 委 員 教 育 長 清 正 浩 靖 委 員 加 藤 和 宣

委 員 檜 垣 昌 子 委 員 渡 辺 敦 子

委 員 本 間 正 江 委 員 名 島 啓 太

欠 席 委 員     

事務局職員 教育振興部長 教育政策課長 
（東京オリンピック・パラリンピック教育調整担当副参事）

 学校改築施設管理課長 学校支援課長 

 生涯学習・学校地域連携課長 教育指導課長 

 教育総合相談センター所長 飛鳥山博物館長 

 学校適正配置担当部長 学校適正配置担当課長 

 子ども未来部長 子ども未来課長 

 子どもの未来応援担当副参事 
（放課後子ども総合プラン推進担当副参事）  

子育て施策担当課長 

 保育課長 男女いきいき推進課長 

 子ども家庭支援センター所長 児童相談所開設準備担当副参事 

会議に付した議案並びに審査結果 

日程 議案番号 提 案 内 容 結果 

１ ４３号 
平成３１年度区立幼稚園及び区立認定こども園園児募

集方針について 
承認 

 

日程 報告事項 報 告 内 容 結果 

２ ３８号 居所不明児童の把握について（調査結果） 了承 

３ ３９号 後援・共催事業に関する報告 了承 
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平成３０年第５回東京都北区教育委員会臨時会会議録 

平成３０年５月２２日（火）１３：３０ 

清正教育長 

 

 

 

 

学校支援課

長 

 

清正教育長 

 

学校支援課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清正教育長 

 

 

檜垣委員 

それでは、出席委員が定足数に達していますので、会議は成立しています。これよ

り、平成３０年第５回北区教育委員会臨時会を開会いたします。 

日程第１、第４３号議案「平成３１年度区立幼稚園及び区立認定こども園園児募集方

針について」を議題に供します。事務局から説明をお願いします。 

 

教育長 

 

 

学校支援課長 

 

私からは第４３号議案について、ご説明申し上げます。まずは議案参考資料に誤りが

ございましたので、おわびを申し上げます。また、訂正しました資料を席上配付させて

いただきましたので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、議案のほうをお願いいたします。平成３１年度区立幼稚園及び区立認定こ

ども園園児募集方針について、ご説明を申し上げます。 

１枚おめくりください。説明欄をお願いいたします。本議案は平成３１年度園児募集

を円滑に行うために提出するものでございます。 

続きまして、記書きをお願いいたします。 

１、平成３１年度の園児募集に際し、応募幼児数が当該園の定数を上回った場合は抽

選とする。ただし、応募幼児の兄または姉が当該園の年少クラスに在園の場合は無抽選

とする。 

２、平成３１年度の区立幼稚園の園児募集に際し、応募数が１学級１０名以下のとき

は原則として新たな学級編制を行わない。なお、新たな学級編制を行った場合にあって

も、当該４歳児の園児数が１０名以下となった場合は原則として翌年度の園児募集を行

わない。 

３、平成３１年度の区立認定こども園の３歳児から５歳児の定員は各３０名とする。 

４、園児募集に際しては、第２希望の有無を明記させるものとする。 

また、議案参考資料といたしまして、５月１日現在の平成３０年度北区立幼稚園・こ

ども園園児数及び充足数の資料を、先ほど訂正したものをお配りさせていただきまし

た。後ほどご高覧をいただければと存じます。 

説明は以上になります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。以上

です。 

 

説明ありがとうございました。本件につきまして、ご質疑またはご意見はございます

でしょうか。 

 

教育長 
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清正教育長 

 

檜垣委員 

 

 

 

 

清正教育長 

 

教育振興部

長 

 

清正教育長 

 

教育振興部

長 

 

 

 

 

檜垣委員 

 

清正教育長 

 

 

 

 

清正教育長 

 

 

 

子ども家庭

支援センタ

ー所長 

 

清正教育長 

 

 

 

 

檜垣委員 

 

ご説明ありがとうございます。この表を見ますと、さくらだこども園が９４％という

ことで、かなり成績がいいということがわかります。それで、この議題については承認

するんですけども、今後のこども園へ向けての何か計画等がありましたら、後ほどでも

結構ですので、お話しいただければと思います。 

 

もし、今の時点で何かあれば。特によろしいですか、後ほどでよろしいですか。 

 

教育長 

 

 

教育振興部長 

 

基本的な考え方として、前に子ども・子育て会議で幼稚園につきましては、できるだ

けこども園化を図れということになっています。その方向性は変わっておりませんが、

今年度、昨年作りました、さくらだこども園の検証を行ってどうするかを決めるという

ことで、ただいまその検証作業という段階でございますので、具体的にすぐ何年度に

何々というところまでは至っていない状況でございます。以上でございます。 

 

ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。それでは、本件に関し特に反対意見はないようですので、本

件につきまして、原案どおり承認することで、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

ご異議ないと認め、本件は原案どおり承認することに決定させていただきます。 

次に、日程第２、報告第３８号「居所不明児童の把握について（調査結果）」を事務

局から説明をお願いします。 

 

教育長 

 

 

 

子ども家庭支援センター所長 
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子ども家庭

支援センタ

ー所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清正教育長 

 

 

 

 

 

清正教育長 

 

 

 

 

 

居所不明児童の把握について、ご報告いたします。 

１、要旨でございます。居所不明児童の早期発見・適切な支援を進めるために、母子

保健部門・児童福祉部門・学校教育部門などと連携いたしまして、平成２４年１２月か

ら毎年度調査を実施しているところでございます。２８年までの調査では、全ての児童

の居所は判明しているところです。２９年度の調査結果がまとまりましたので、報告い

たします。 

そして、その２９年度の不明児童はゼロ、全ての児童の居所は判明しております。 

確認方法でございますが、つけ加えますとゼロ歳から１４歳までの児童に対して主た

る担当課が業務の上で調査を行った上で、居所不明児童の疑いがある児童を抽出いたし

まして、子ども家庭支援センターに報告が上がり、さらなる調査を行うところでござい

ます。さらなる調査といいますと、保育園の在籍調査、各種手当の受給、受診歴、出入

国調査、家庭訪問などで調べているところでございます。 

２の表のうち、ゼロから３歳児の調査でございますが、健康推進課において乳幼児の

未受診者で連絡が取れない児童６０名の調査をいたしたところです。 

４、５歳児につきましては、子ども家庭支援センターが住民基本台帳から全児童を対

象にいたしまして、４，７２７人でございますが、調査を行いました。 

６歳から１４歳でございます学校支援課において学齢簿に基づき就学状況の不明なも

のということで、一人でございます。 

きょうだい受理というところは、上記の居所不明児童と同居している兄弟姉妹の調査

で、これが４１名でございます。関係部署からの調査依頼ということでありまして、こ

れは６件ありました。 

３の今度の予定でございます。２９年度居所不明児童はゼロでございましたが、学齢

に達していない幼稚園・保育園にも在籍していないところのこの２９年度４歳児に対し

まして、その実態を調査するために子ども家庭支援センターが家庭訪問等の再調査を行

います。そして、子育てサービスの案内をするほか、もし不審な点がありました場合に

は、児童相談所とも連携して適切な支援につなげてまいるところでございます。 

説明は以上でございます。 

 

説明ありがとうございました。本件につきまして、ご質疑またはご意見はございます

でしょうか。 

 

 

（質疑・意見なし） 

 

ありがとうございます。ご質疑、ご意見はないようですので、本件に関する報告は終

了させていただきます。 

次に日程第３、報告第３９号「後援・共催事業に関する報告」について事務局から説

明をお願いします。 

 

 



 

- 4 -

教育政策課

長 

 

清正教育長 

 

教育政策課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育政策課長 

 

それでは、報告第３９号でございます。１枚おめくりをお願いいたします。 

まず、名義使用の承認報告でございます。今回、１４件ございます。恐れ入ますが、

事業名と主催者のみ読み上げをさせていただきます。 

１件目、「第９回「税に関する絵はがきコンクール」」。公益社団法人王子法人会会

長でございます。 

２件目、「第１６回飛鳥山薪能」。飛鳥山薪能実行委員会会長でございます。 

３件目でございます。「区民絵画展（きたくなるまち絵画展）」。公益財団法人北区

文化振興財団理事長でございます。 

４件目、「第１３回大きなオーケストラの小さな音楽会」。公益財団法人北区文化振

興財団理事長でございます。 

５件目でございます。「第４２回飛鳥美術会展」。飛鳥美術会幹事長でございます。 

６件目でございます。「北とぴあ演劇祭」。公益財団法人北区文化振興財団理事長で

ございます。 

７件目でございます。「北区文化芸術祭」でございます。同じく、文化振興財団理事

長でございます。 

８件目でございます。「子どもかがやき文化芸術事業」でございます。①から⑤まで

ございます。同じく、文化振興財団理事長でございます。 

９件目でございます。「文化芸術の卵育成事業」でございます。同じく、文化振興財

団理事長でございます。 

１０件目でございます。「夏！体験ボランティア２０１８」でございます。特定非営

利活動法人東京都北区市民活動推進機構理事長でございます。 

１１件目でございます。「日本ボーイスカウト東京連盟城北地区北区連絡会３事業」

でございます。①から③までございます。主催者、日本ボーイスカウト東京連盟城北地

区北区連絡会会長でございます。 

１２件目でございます。「夏休みこども川賊キャンプｉｎ嵐山渓谷」でございます。

ＮＰＯ法人エコ・コミュニケーションセンター代表者でございます。 

１３件目でございます。「文化庁 伝統文化茶道親子教室」でございます。茶道裏千

家清風会代表者でございます。 

１４件目でございます。「Ｔｅｃｈｎｏ Ｅｄｇｅ（テクノエッジ）」東京大学工学

部丁友会会長でございます。 

以上１４件、承認報告でございます。 

２番の事業実績報告につきましては、４件ございます。お示しのとおりでございま

す。以上でございます。 
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清正教育長 

 

 

 

 

清正教育長 

 

 

 

説明ありがとうございました。本件につきまして、ご質疑またはご意見はございます

でしょうか。 

 

（質疑・異議なし） 

 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。ご質疑、ご意見はないようですので、

ここで本件に関する報告は終了させていただきます。 

以上で、本日の日程全てを終了いたしました。これをもちまして、平成３０年第５回

教育委員会臨時会を閉会させていただきます。 

 


